
報道機関 各位                

高齢者施設・障害者施設の職員等を対象としたＰＣＲ検査の更なる充実を図ります

 入所系高齢者施設・障害者施設の職員等を対象としたＰＣＲ検査について、既に行

っているＰＣＲ検査費用補助事業の実施方法を見直し、民間検査機関への委託により

２週間に１回程度の頻度で実施できるようにします。

１ 対象者

  入所系の高齢者施設等の職員（高齢者施設 約２３，０００人、障害者施設

  約２，１００人）及び新規入所者

２ 実施期間

令和３年４月２６日（月）から令和３年６月末まで

３ 実施方法

民間検査機関から施設にＰＣＲ検査キットを送付する方式

唾液採取によるＰＣＲ検査

４ 検査費用

  無料（市が民間検査機関に支払います）

記者発表資料

令和３年４月２３日（金）

問い合わせ先

高齢者施設について 

：高齢福祉課

課長：山﨑

担当：矢田部

電話：８２９－１２５９

内線：３０３４

障害者施設について 

  ：障害支援課 

課長：西淵 

担当：根岸 

電話：８２９－１３０５

内線：３０５８
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※参考 

ＰＣＲ検査の対象となる入所系施設 

高齢者施設 障害者施設 

・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・介護療養型医療施設 

・養護老人ホーム 

・軽費老人ホーム 

・有料老人ホーム 

・サービス付き高齢者向け住宅 

・認知症対応型共同生活介護事業所（認知

症グループホーム） 

・短期入所生活介護事業所 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・看護小規模多機能型事業所 

※いずれも、地域密着型サービスを含む 

・障害者支援施設 

・グループホーム（共同生活援助） 

・短期入所施設 

・障害児入所施設 

・宿泊型自立訓練施設 

・生活ホーム 

・緊急一時保護施設 


